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犯罪被害にあわれた方向けの「ハンドブック」完成！ 
 

 犯罪被害者等を地域社会全体で支えていくため、「福島市犯罪被害者等支援条例」を令和

６年３月２９日に施行し、「犯罪被害者等相談窓口」を設置しましたので、ご自身やご家族

が犯罪等にあわれ、お困りの場合はご相談ください。 

 また、犯罪被害者等を支援するにあたり、活用できるサービスが多岐にわたり分かりにく

いことが課題の１つであるため、相談窓口や市のサービスをまとめたハンドブックを作成し

ました。ハンドブックは市のホームページに掲載しましたので、ご活用ください。 

記 

 

１．内容 

  ・犯罪被害者等相談窓口 

  ・見舞金・転居費用助成金 

  ・市のサービス 

   交通事故 / 支援措置等 / 年金 / 葬祭費 / 医療費助成 / 障がい福祉 /  

住まい / 子育て費用 / ひとり親家庭等支援 / こども預かり 

  ・市以外の相談窓口 

 

２．ハンドブックはこちらから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他  

  犯罪にあわれた方やご家族・ご遺族の方で、相談先が分からないなどお困りの場合は、 

犯罪被害者等相談窓口（生活課・電話024-535-2121）へご相談ください。 

 

 

 

 
担当：生活課 安全安心・避難者支援係 

   課長 八島 課長補佐 菅藤 

   電話024-525-3787（直通） 

▲福島市ホームページからダウンロードできます。 



犯罪被害にあわれたかた向けの「ハンドブック」完成！

福島市犯罪被害者等支援条例

▶ 令和６年３月２９日 施行

基本理念

・犯罪被害者等が置かれている状況などに応じた支援

・再被害・二次被害の防止に配慮

・必要な支援が途切れることなく行われる

・市及び関係機関による相互の連携・協力
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犯罪被害にあわれたかた向けの「ハンドブック」完成！

・市と関係機関の連携で、

犯罪被害者等へ途切れのない

支援を実施

支援の輪

市
相談窓口や活用できるサービスなどを

まとめた「ハンドブック」を作成

・犯罪被害者等への情報提供

※手続きが多岐にわたり分かりづらい
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犯罪被害者等支援ハンドブック
をご利用ください！

犯罪にあわれた方やそのご家族向けのハンドブックを

市のホームページに掲載しています。

ハンドブックの主な内容

◆ 市の窓口

◆ 見舞金・転居費用助成金

◆ 市のサービス

◆ 市以外の相談窓口

犯罪被害にあわれたかた向けの「ハンドブック」完成！

交通事故 / 支援措置等 / 年金 / 

葬祭費 / 医療費助成 / 障がい福祉 / 

住まい / 子育て費用 /

ひとり親家庭等支援 / こども預かり
詳しくはこちら

▲
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